
４ 産業廃棄物処理業者の帳簿の備え付け
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産業廃棄物処理業者の帳簿の備え付けについて

産業廃棄物処理業者は、排出事業者から委託
されて処理を行った産業廃棄物について

違反すると３０万円以下の罰金が科されることも…

2

〇 事業場ごとに帳簿を備え付け
〇 帳簿は１年ごとに閉鎖
〇 帳簿の５年間保存



帳簿への記載期限帳簿の記載事項

翌月末まで収集又は運搬年月日

マニフェストの交付日から１０日以内マニフェスト交付者の氏名・名称、交付年月日及び
交付番号

翌月末まで受入先ごとの受入量

翌月末まで運搬方法及び運搬先ごとの運搬量

翌月末まで積替え又は保管の場所ごとの搬出量
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収集運搬業者の場合①

※ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を明らかにすること

〇 帳簿の法定記載事項と記載期限について

※ 記載内容がマニフェストに記載されている場合は、時系列にとじることでマニフェストで代用可能な場合あり
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運搬方法
運搬先・運搬量
（運搬終了年月日）

受入量
（種類）

マニフェスト交付者の氏名・名称、
交付年月日、交付番号

収集又は運搬
年月日

１０tダンプ
▽▽処分場
運搬量 １０t
（Ｒ６．４．１）

１０ｔ（がれき類）
○○㈱ 筑紫太郎
Ｒ６．４．１ 第○○○○○○号

Ｒ６．４．１

…………

〇 記載例【産業廃棄物収集運搬業（積替え・保管なし）】

収集運搬業者の場合②（記載例について）



記載期限記載事項

翌月末まで受入れ又は処分年月日

マニフェストを交付又は回付され
た日から１０日以内

交付又は回付されたマニフェストごとの交付者の氏名又は名称、交
付年月日及び交付番号

翌月末まで受け入れた場合には、受入先ごとの受入量

翌月末まで処分した場合には、処分方法ごとの処分量

翌月末まで処分（埋立処分及び海洋投入処分を除く）後の（特別管理）産業廃
棄物の搬出先ごとの持出量
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〇 帳簿の法定記載事項と記載期限について

処分業者の場合①（１次マニフェストについて）

※ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を明らかにすること



記載期限記載事項（運搬の委託）

翌月末まで委託年月日

翌月末まで受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号

（特別管理）産業廃棄物の引渡しまで交付したマニフェストごとの交付年月日及び交付番号

翌月末まで運搬先ごとの委託量
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記載期限記載事項（処分の委託）

翌月末まで委託年月日

翌月末まで受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号

（特別管理）産業廃棄物の引渡しまで交付したマニフェストごとの交付年月日及び交付番号

（特別管理）産業廃棄物の引渡しまで処分した場合には、処分方法ごとの処分量

（特別管理）産業廃棄物の引渡しまで交付した２次マニフェストごとの、１次マニフェストの交付者（排出事
業者）の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号

翌月末まで受託者ごとの受託の内容及び委託量

処分業者の場合②（２次マニフェストについて）

〇 帳簿の法定記載事項と記載期限について
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処分後の産業廃棄物の持出先・持
出量（２次マニフェスト交付番号）

処分量（種類）
処分方法、処分終了年月日

受入量（種類）マニフェスト交付者の氏名・名称、交
付年月日、交付番号

受入れ又は処分
年月日

▽▽処分場 １ｔ（燃え殻）
持出日：Ｒ６．４．１０
（第××××××号）

１０t（汚泥）
焼却
Ｒ６．４．５

１０ｔ（汚泥）○○㈱ 筑紫太郎
Ｒ６．４．１
第○○○○○○号

受入年月日
Ｒ６．４．１

〇 記載例【産業廃棄物中間処理業】

運搬先委託量（種
類）

排出事業者の氏名・名称、１次マニ
フェストの交付年月日・交付番号

２次マニフェストの交付年月
日、交付番号

受託者（収集運搬業者）の氏
名・名称、住所・許可番号

運搬委託年月日

▽▽処分場
１０ｔ（燃え殻）

○○㈱ 筑紫太郎
Ｒ６．４．１第○○○○○○号
△△㈱ 宗像次郎
Ｒ６．４．１第△△△△△△号

Ｒ６．４．１０
第××××××号

□□㈱ 福岡一郎
□□市□□町□□
第□□□□□□号

Ｒ６．４．１０

委託内容
委託量（種類）

排出事業者の氏名・名称、１次マニ
フェストの交付年月日、交付番号

２次マニフェストの交付年月
日、交付番号

受託者（処分業者）の氏名・
名称、住所・許可番号

処分委託年月日

埋立
１０ｔ（燃え殻）

○○㈱ 筑紫太郎
Ｒ６．４．１第○○○○○○号
△△㈱ 宗像次郎
Ｒ６．４．１第△△△△△△号

Ｒ６．４．１０
第××××××号

□□㈱ 福岡一郎
□□市□□町□□
第□□□□□□号

Ｒ６．４．１０

処分業者の場合③（記載例について）

【１次マニフェスト関係】

【２次マニフェスト関係】


